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事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 □

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） ■

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 □



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 6.5 ha

令和 7 年度　～ 令和 11 年度 令和 7 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年 R5年度 R11年度

人／年 R5年度 Ｒ11年度

件 R6年度 R11年度空き家、空き店舗の利活用数
下呂温泉中心市街地地区における空き家、空き店舗の利
活用数

まちの賑わいが生まれることにより、新たな事業等を目的に空き
家、空き店舗の利活用が見込まれる。

0 5

観光交流センター利用者数 年間の観光交流センター利用者数
観光地の滞在空間が高まることで、観光客の回遊性が向上し、利
用数の増加が見込まれる。

92,596 125,000

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

宿泊者数 下呂温泉の年間宿泊客数
滞在型の温泉地としての位置づけが一層強化され、宿泊する観光
客の増加が見込まれる。

963,258 1,300,000

大目標：住民と行政が協働した、下呂温泉中心部を核とした賑わいのまちづくりを推進し、選ばれる観光地の創出
　　目標１：下呂温泉、飛騨街道といった地域資源を活用した景観づくりによる魅力ある滞在空間の創出
　　目標２：都市基盤の整備により、交通利便性や生活環境の向上
    目標３：官民一体となった賑わいのある交流拠点の創出

〇本地区は、飛騨街道といった歴史的資源を有するエリアであり、日本三名泉に数えられる下呂温泉の観光地としても中心的な地域である。
〇2027年以降のリニア開通に向け、中津川市（岐阜駅）～高山・白川郷への周遊ルートに位置する下呂市においても、観光地として魅力あるまちづくりが必要となってきている。
〇同地区内では、平成28年～令和3年度に都市再生整備計画を活用して、観光交流センターの整備をはじめ、市道森１号、森17号、森18号線の修景整備、イベント広場整備などのハード整備に合わせ、観光による賑わい創出のためのソフト事業を一体的に実施し、観
光地としての賑わいづくりやまちづくりを進めてきた。
〇旅行のプロが選ぶ温泉ランキングにおいては、３年連続で全国２位に位置づけられているが、20年連続首位に輝く草津温泉とは大きく差をつけられている状況で、その大きな要因は、雰囲気や見どころといった部分であり、下呂温泉をさらに魅力あるものにするため
に、景観づくりを進めることが重要となっている。
〇また、人口減少や少子高齢化による空き家や空き店舗が増えつつある中で、その対策も必要となっている。
〇したがって、飛騨街道といった歴史文化や史跡、街なみといった地域にある資源を活用した景観まちづくりを住民と行政が協働するため、下呂温泉中心市街地地区の街なみ整備計画策定や無電柱化事業を行い地域全体の整備のほか、街なみ整備助成事業による
住民主体の景観づくりの推進をすることで、下呂温泉街の魅力向上および活性化を図ることが求められている。

・観光地としての魅力向上のため、住民主体による景観まちづくりを進めて行く必要がある。
・人口減少や少子高齢化により、空き家や空き店舗の増加といった地域内の空洞化が進まないよう、住民にとっても観光客にとっても魅力あるまちづくりが必要である。
・観光客の回遊性の向上及び住民の住環境の向上を図るため、基幹道路の整備が必要である。

①下呂市第三次総合計画（2025～2040）（令和7年3月策定）
　　基本計画 ６．基盤整備　暮らしを支える生活基盤が整ったまち
　　　6-3都市整備・景観　賑わいがあり安心安全で快適な都市空間が整っています。　・都市再生事業の実施による公共施設整備　・都市再生に係る協定制度を活用したまちづくり　・景観まちづくり事業の実施
②下呂市都市マスタープラン
　　５．都市景観形成の方針
　　（１）基本方針　　地域固有の自然や歴史、文化に根ざした良好な景観は、市民共有の大切な財産であると同時に、観光立市を目指す本市において、訪れる人々に“下呂らしい”魅力を感じさせるかけがえのない資源といえます。このような基本認識のもと、
　　　　　　　　　　　　 下呂市景観計画に基づき、市民、事業者、行政が一体となって“下呂らしい”魅力ある景観を守り、育てます。
    （２）景観形成方針
　　　　１）住民主導による景観づくりへの支援　　住民自らの発意により地域で景観づくりを行おうとする活動に対しては、景観推進地区※の指定により景観形成にかかる費用の補助を行うなど、積極的に支援します。また、良好な景観の形成に寄与したと認め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られる個人、団体に対する表彰や、市民・事業者への助言等を行う景観アドバイザーの設置などにより、良好な景観づくりを支援します。
　　　　２）公共施設整備における良好な景観形成への配慮　　道路や河川、橋梁など、公共施設の整備にあたっては、周辺のまちなみや自然の景観との調和に十分配慮します。また、下呂温泉街をはじめ観光交流の促進に景観の保全・向上が特に求められ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る場所では、景観舗装の導入や無電柱化の推進などに積極的に取り組みます。
③下呂市景観計画
　　景観づくりの基本方針
      ①自然豊かな山並みや水辺を保全し、市民や来訪者が四季や和みを感じる景観をつくります。
　　　②下呂市の風土が培ってきた歴史や文化を活かし、市民が誇りと愛着を持つ景観をつくります。
　　　③来訪者に心地よさを与え、賑わいと交流を育むことができる景観をつくります。
　　　④市民一人ひとりが主体となって、世代を越えて受け継ぐことができる景観をつくります。
　　景観計画区域：　　下呂市全域
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計画期間 交付期間 11



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
【景観まちづくりの取組み】
下呂温泉の魅力向上に資するため、令和５年度に観光庁の「歴史的資源を活用した観光まちづくり事業化支援事業」に応募し事業採択を受け、飛騨街道をキーワードとした街並みの整備検討や周辺に点在する歴史的資源の活用について調査を実施。
当事業において、「景観まちづくり事業」、「観光・地域経営体制構築事業」の２つの事業を実施し、専門家からアドバイスをいただきながら地域主体のまちづくりのモデル事業の構築を図った。令和６年度は、令和５年度に続き、「歴史的資源を活用した観光
まちづくりモデル創出事業」に応募、採択を受け事業を行っており、観光資源の高付加価値化によるさらなる魅力づくりを目指している。また令和6年度の事業主体は、令和5年度の事業により地域主体となる体制の構築として立ち上げた、下呂市地域再生
委員会が事業主体となり、魅力あふれる下呂温泉街のまちづくりを官民一体となって実施していく。

方針に合致する主要な事業

【下呂温泉、飛騨街道といった地域資源を活用した景観づくりによる魅力ある滞在空間の創出】
　・住民と行政が一体となった景観づくりを推進するため、住民等の意見を反映した景観整備計画等の策定
　・地域に眠る文化や史跡等の歴史的資源を活用した、住民等民間による景観づくりの促進し、魅力ある街なみと住環境の向上を図る。
　・温泉街としての風情や情緒ある景観形成のための、統一感のある案内看板や広告塔の整備
　・民間の未利用土地・建物を活用した下呂温泉街の玄関口となる、賑わいの起点整備

【基幹事業】（街なみ環境整備事業）事業計画策定、整備方針策定事業
【基幹事業】（街なみ環境整備事業）街なみ整備助成事業
【関連事業】　賑わいに起点整備
【関連事業】　空き家、空き店舗利活用
【協定制度等】　都市利便増進協定

【都市基盤の整備により、交通利便性や生活環境の向上】
　・温泉街としての景観づくりや賑わいの起点整備に合わせ、観光客の回遊性と住民の住環境の向上のため、道路の整備（無電柱化及び景観形成）を実
施する。

【基幹事業】（道路）市道森１号線整備事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金）） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 下呂市 直 L=240m R9 R11 R9 R11 277 277 277 277

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

賑わい・交流創出施設（地域資源活用型）

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設相当施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

元地の管理の適正化

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

街なみ環境整備事業 下呂市 直 － R7 R7 R7 R7 15 15 15 15

街なみ環境整備事業 下呂市 直 － R8 R8 R8 R8 8 8 8 8

街なみ環境整備事業 下呂市 直 － R7 R11 R7 R11 100 100 100 100

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業

暑熱対策事業

合計 400 400 400 0 400 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 400

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用
調査

まちづくり活動推進
事業

細項目

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

事業計画策定

整備方針策定事業

街なみ整備助成事業

0.4

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

市道森１号線　整備事業

交付対象事業費 400 交付限度額 160 国費率

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模



（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
まちづくり会社 国土交通省

敷地約1900
㎡

○ R7 R11 150

まちづくり会社 国土交通省 敷地約330㎡ ○ R7 R11 50

合計 200

全体事業費事業

旧JA跡地拠点整備事業 下呂市森964-3

旧老舗旅館整備事業 下呂市森1044-4、1044-7

（いずれかに○） 事業期間
事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

制度別詳細１ 制度別詳細２ 制度別詳細３ 制度別詳細４ 制度別詳細５ 制度別詳細６ 制度別詳細７ 制度別詳細８ 制度別詳細９ 制度別詳細１０ 制度別詳細１４

道路占用許可特
例（法第46条第10
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占用
許可準則22）

都市公園占用許
可特例（法第46条
第12項）

都市利便増進協
定（法第46条第25
項）

都市再生整備歩
行者経路協定（法
46条第24項）

低未利用土地利
用促進協定（法46
条第26項）

［滞在快適性等向
上区域］
一体型滞在快適
性等向上事業（法
第46条第3項第2
号）

［滞在快適性等向
上区域］
都市公園占用許
可特例（法第46条
第14項第1号）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理許可特例（法第
46条第14号第2号
イ）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理協定（法第46条
第14項第2号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
普通財産の活用
（法第46条第14項
第4号）

1 R7～R11 まちづくり会社 〇

2 R7～R11 まちづくり会社 〇

3

4

5

滞在快適性等向上区域における駐車場の配置方針等

制度別詳細１１ 制度別詳細１２ 制度別詳細１３

［滞在快適性等向
上区域］
路外駐車場配置
等基準（法第46条
第14項第3号イ）

［滞在快適性等向
上区域］
駐車場出入口制
限（法第46条第14
項第3号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
集約駐車施設（法
第46条第14項第3
号ハ）

1

活用する制度

取組
取組の目的/取組によって解決される課

題
開始時期

活用する制度

●賑わいの起点整備と管理
　旧JA跡地を賑わいの起点として整備する。旅の疲れを癒す休
息空間としての広場や下呂温泉街のまち歩き情報を備えた駐
車場の整備を行う。

景観の向上を図るだけでなく、新たな起
点を作ることで人の流れに変化を生み出
し低迷する商店街の賑わいづくりに繋げ
る。

●空き家・空き店舗の活用
　民間の未利用土地・建物を活用し、新たなコンテンツづくりを行
う。また、旧老舗旅館と旧JA跡地のにぎわいの起点整備と一体
的に行うことで、統一感がある下呂温泉街の玄関口の形成を図
る。

後継者問題等により増加する空き家や空
き店舗を活用することで中心市街地のス
ポンジ化の抑制と賑わいづくりを行う。

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間 事業主体(占用主体）



制度別詳細4（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項

制度別詳細【都市利便増進協定】

事業期間 取り組み主体

1 R7～R11 ・まちづくり会社

2 R7～R11 ・まちづくり会社

4

5

6

制度の活用計画

事業内容 活用する制度の詳細

旧JA跡地を活用した賑わい
の起点整備・管理

１．協定締結者
　　・まちづくり会社（管理者）
　　・下呂市（土地所有者）
　　・下呂温泉事業協同組合（土地・建築物所有者）

２．都市利便施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域（都市利便増進協定を想定している区域）
　　次ページ赤枠の範囲
　
３．協定の内容
　（１）協定の目的となる都市利便増進施設
　　・駐車場、休憩施設その他にぎわいを創出する施設

　（２）費用負担
　　・まちづくり会社による負担

　（３）都市利便増進施設の整備・管理の方法
　　・まちづくり会社が都市利便増進施設の整備費用を負担する。
　　・まちづくり会社が日常管理を実施し、それに要する費用を負担する。
　　・都市利便増進施設を活用したイベントを行うなど、地域のにぎわいづくりに努める、また、地域活動等で
      依頼があった場合、施設を提供するなど必要に応じて協力するよう努める。

空き店舗の利活用による新た
なコンテンツ整備・管理



制度別詳細4-1（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号１，２

制度別詳細【都市利便増進協定】
制度を活用して整備・設置する予定の施設等配置を示す地図及び設置イメージ

並 木 ・ 歩 道

○関連事業：旧JA跡地拠点整備事業

○関連事業：旧老舗旅館整備事業

都市利便増進施設の一体的な整備

又は管理が必要と認められる区域

下呂市役所（土地所有者）

下呂温泉事業協同組合（土地・建築物所有者）

敷地の凡例



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）法第46条第25項
事業番号１，２
制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

旧老舗旅館整備事業（休憩施設その他にぎわいを創出する施設）

改修イメージ

旧JA跡地拠点整備事業（駐車場）

整備イメージ図

コワーキング

日帰り温泉



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

下呂温泉中心市街地地区（岐阜県下呂市） 面積 6.5 ha 区域 下呂市森、湯之島の一部

凡 例

：都市再生整備計画区域

：官公庁

：国道

：鉄道（ＪＲ）

Ｎ

500m0

下呂市役所

国道41号線



様式（１）-⑦-２

宿泊者数 (人／年) 963,258 (R5年度) → 1,300,000 (R11年度)

観光交流センター利用者数 (人／年) 92,596 (R5年度) → 125,000 (Ｒ11年度)

空き家、空き店舗の利活用数 (件) 0 (R6年度) → 5 (R11年度)

下呂温泉中心市街地地区（岐阜県下呂市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業）

目標

大目標：住民と行政が協働した、下呂温泉中心部を核とした賑わいのまちづくり
を推進し、選ばれる観光地の創出
　　目標１：下呂温泉、飛騨街道といった地域資源を活用した景観づくりによる魅
力ある滞在空間の創出
　　目標２：都市基盤の整備により、交通利便性や生活環境の向上
    目標３：官民一体となった賑わいのある交流拠点の創出

代表的
な指標

Ｎ

500m0

国道41号線

■基幹事業：街なみ環境整備事業

街なみ整備事業（整備計画策定）

■基幹事業：街なみ環境整備事業

街なみ整備助成事業

■基幹事業：街なみ環境整備事業

整備方針策定事業

■基幹事業：道路

市道森１号線整備事業

凡 例

都市再生整備計画区域

道路事業整備区間

国道

鉄道（ＪＲ）

都市再生整備計画区域

（下呂温泉中心市街地地区）6.5ha

○関連事業：旧JA跡地拠点整備事業

○関連事業：旧老舗旅館整備事業

◎下呂市役所


